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マンション管理適正化推進計画に定める必要のある事項 

 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（抜粋）   

（マンション管理適正化推進計画） 

第三条の二 都道府県（市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の 

規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の 

区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。）は、基本方針に基づき、 

当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための 

計画（以下「マンション管理適正化推進計画」という。）を作成することができる。 

２ マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標 

二 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該 

都道府県等が講ずる措置に関する事項 

三 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための 

施策に関する事項 

四 当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に 

関する指針（以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。）に関する事項 

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

六 計画期間 

七 その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に 

関し必要な事項 

３ 都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社（以下「公社」と 

いう。）によるマンション（当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後 

国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。）の修繕 

その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる 

事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。 

４ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の 

実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社 

の同意を得なければならない。 

５ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、 

遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければ 

ならない。 

６ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理 

適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係 

地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施する 

ため必要な協力を求めることができる。  
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